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応急仮設住宅入居者の方々を対象に、市営住宅の予備登録兼入居申し込みの

受け付けを行います。早めの登録をお願いします。

対 象 応急仮設住宅入居者

※復興公営住宅に事前登録している方は申し込みできません。また、

申し込みには収入要件などの条件があります。

申込方法 申込書に必要事項を記入の上、郵送してください。

申込書配布期間 ６月 日 木 ～ 日 金 土日を除く

申込書配布場所 市役所５階住宅管理課

申込期間 ６月 日 木 ～ 日 金 当日消印有効 ※申込多数の場合は抽選

登録できる住宅 水押、万石浦、鹿妻、稲井などの市営住宅

※詳しくは申込書に同封の資料をご覧ください。

□申・□問 〒986‐8501住所不要 住宅管理課 内線5753

創業を目指している方、創業後間もない方（おおむね３年以内）を対象とす

るセミナーです。

と き ７月 日 土 、８月５日 土 、 日 土 、 日 土 、９月２日 土

午前 時～午後４時（全５回）

と こ ろ 石巻ルネッサンス館１階アドバイザールーム（開成１‐35）

講 師 有 まる進 代表取締役 中小企業診断士 渡辺 進也

同 タスクマネジメント 代表社員 中小企業診断士 鈴木 たすく

植松診断士事務所 代表 中小企業診断士 植松 正人

定 員 人〔先着〕

申込方法 石巻産業創造 株 ホームページの専用メールフォーム、電話または

ＦＡＸで申し込みください。

□申・□問 「 」 ビジネスサポートセンター（石巻産業創造内）

☎98‐8782・ 93‐9397

‐

□問 市産業推進課（内線3547）

震災により直接被害を受けた中小企業者を支援するため、被災した施設など

の復旧に要する経費の一部を補助します。

対象者

①震災時市内で事業を営んでいた方（個人事業者にあっては、震災時に市内

に居住していた方）で、市内で事業を再開または継続する方

※対象とならない業種もあります。

②施設が大規模半壊以上の被害を受けた方

③市税および国民健康保険税に未納がない方

④施設などの復旧に係る国・県などの補助金を受けていない方

⑤平成 年３月 日（土）までに復旧を完了し、実績報告を提出できる方（す

でに復旧を終えている場合も可）

※すでに同制度を利用されている方は、対象外となります。

補助金額など

施設などの復旧に要した経費（税抜で 万円以上）の２分の１以内（限度額

100万円）

補助金交付の申請は、１事業者につき１施設に係るもののみとなります。

（例えばアパートなどを複数棟所有している場合でも、申請は１棟のみとな

ります）

受付期間

６月 日 月 ～ 日 金 土日を除く

※補助金交付額が上限に達した場合は受け付けを終了します。

□申・□問 商工課（内線3525）

新規就農者などの農地取得・借入費用や農業用機械導入費用の一部を助成し

ます。

対 象 者 市内の耕作農地で就農する認定新規就農者および経営開始後５年以

内の認定農業者

対象経費 ・農地の取得または賃借に要する経費

・農耕に要する小型管理機などの導入経費

□申・□問 農林課（内線3550）

農畜産物の新たな販路開拓事業費の一部を助成します。

対 象 者 市内に事業所を有する農業生産者が組織する団体および組合

対象事業 ・市外の展示会、見本市などに参加および出展する事業

・市外のアンテナショップの設置および運営事業など

□申・□問 農林課（内線3553）

復興特区による税制優遇制度の相談、申請を受け付けています。

対象となる法人・個人事業者の方は、法人税や所得税、地方税減免などの特

例を受けることができますので、ぜひ、活用ください。

※特例を受けるためには、市または県からの指定および事業実施状況の認定が

必要です。特区の認定日以降で前年度以前に取得した対象資産は、指定後に

確定した分の地方税のみ免除を受けられます。

□申・□問 商工課（内線3525）

震災で大きな被害を受けた中小企業者の施設（工場、店舗、観光施設など）

および設備の復旧に要する経費を補助します。

対象者

施設・設備に一定の被害を受けた中小企業者で、県内で復旧する①製造業を

営む方②商業サービス業を営む方③観光業を営む方

対象経費

施設・設備の復旧に要する経費

補助率・補助限度額

①製造業 ２分の１以内・100万円～1000万円

②商業サービス業 全壊の場合は ％以内・ 万円～270万円

大規模半壊の場合は ％以内・ 万円～210万円

③観光業 ２分の１以内・100万円～1000万円

※補助対象経費が200万円を下回った場合は補助の対象外となります。

※国・県の震災関連の補助金および市中小企業復旧支援事業補助金との重複

交付はできませんのでご注意ください。

申請期限

７月 日 金

□申・□問 県東部地方振興事務所 ☎95‐1414

□問 市商工課（内線3525）
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住宅金融支援機構（旧住宅金融公庫）は、震災により被害を受けた方が、住

宅の再建・補修をするための融資（建設・購入の場合は当初５年間の金利０％）

について、相談会を行っています。

また、地元金融機関の住宅ローンに関する相談も可能な場合があります。

□申・□問 住宅金融支援機構お客様コールセンター

☎0120‐086‐353（通話無料）

午前９時～午後５時（祝日を除く）

□問 市生活再建支援課（内線3955）

「住まいの復興給付金」は、東日本大震災で被災した住宅（借家を除く）の

所有者が、平成 年４月の消費税率８％引き上げ以降に、住宅を建築・購入ま

たは補修（工事費が税抜100万円以上）し、その後居住する場合に、消費税増

税分相当、最大約 万円（建築・購入時）の給付が受けられる制度です。

※次の場合は申請対象外となります。

被災時に住宅を所有していなかった場合／賃貸にお住まいだった場合／消

費税率５％で建築・購入または補修を行っている場合

相談内容 給付の可否 申請書の記入方法 必要書類 作成済み書類の確認など

※会場では申請書の提出はできません。

□申・□問 住まいの復興給付金事務局コールセンター

☎0120‐250‐460（通話無料）

午前９時～午後５時 土日・祝日を含む

□問 市生活再建支援課（内線3955）

弁護士による相談内容

・離婚・家庭内暴力・被災ローン減免制度・金銭貸借・解雇・パワハラ・未

払い賃金など

・建築トラブル・不動産トラブル・交通事故・損害賠償・生活困窮・近隣ト

ラブルなど

社会福祉士による相談内容

・生活困窮・介護・物忘れが気になる・人間関係・ストレス・眠れないなど

ひとりで悩まず専門家にご相談ください。上記以外の相談も可能です。

※予約者優先（当日相談も可）

※専門家との個別面談

※移動相談会のほか、法テラス東松島でも専門家による無料相談ができます。

曜日により担当専門家が異なりますので、詳しくは法テラス東松島に問い

合わせください。

□申・□問 法テラス東松島 ☎050‐3383‐0009

午前９時～午後５時 土日・祝日を除く

□問 生活再建支援課（内線3964）

女性医師が、女性の健康増進に関する相談、思春期や更年期の身体的・精神

的不調、家庭や職場でのストレスなどで悩んでいる女性の相談に応じます。

と き ７月８日 土 午後２時～４時

ところ 労働会館（泉町二丁目５‐ ）

※仙台市内に住んでいる方、仙台市内に通学・通勤をしている方は、

仙台市会場（エル・ソーラ仙台）でも相談を受けることができます。

□申・□問 宮城県女医会女性の健康相談室 ☎090‐5840‐1993

午前９時～午後５時 土日を除く

□問 県健康推進課 ☎022‐211‐2623

申し込みをした方には受診票を送付しています。指定医療機関に直接予約の

上、受診してください。申し込みをしていない方で受診を希望する場合は、健

康推進課に連絡してください。

対 象 ・ ・ ・ 歳 ※年齢は平成 年３月 日を基準としています。

受診期限 平成 年１月 日 水

□問 健康推進課（内線2417）

食品ロス削減のため「もったいない！食べきり！３０
さんまる

・１０
いちまる

運動」を実施し

ています。皆さんのご理解とご協力をお願いします。

※食品ロスとは、まだ食べられるのに捨てられてしまう食品のことです。

□問 廃棄物対策課（内線3374）

嗘徊高齢者の衣服などに貼っていれば、発見した方がそのＱＲコードを携帯

電話で読み取ることで、家族などに直接メールができるラベルを無料配布（１

人 枚）します。嗘徊高齢者ＳＯＳネットワーク事業の一環です。事前登録が

必要なので、担当のケアマネジャー、各地域包括支援センターまたは介護保険

課に相談してください。

□問 介護保険課（内線2437）

地域の方が認知症の方に、適切な声掛けや対応ができるようになることを目

的に行う模擬訓練です。認知症の方が行方不明になったことを想定し、５人程

度のグループで模擬捜索活動を行います。

と き ７月 日 水 午前９時～正午 受付開始 ８時 分

集合場所 総合体育館

対 象 一般市民（中学生以上）

定 員 100人程度

申込期限 ７月 日 金

申込方法 地区を担当する地域包括支援センターへ電話で申し込みください。

□問 介護保険課（内線2437）

７ 市報 いしのまき 平成 年( 年)６月 日号７ 市報 いしのまき 平成 年( 年)６月 日号
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定 員 人〔先着〕 ※初めての方優先

参 加 費 無料（昼食は各自負担）

受付開始 ６月 日 月 午前８時 分 土日を除く

注意事項 ・車でお越しの方は、総合運動公園内駐車場をご利用ください。

・悪天候などにより、コース内容などが変更または中止になる場合

があります。

□申・□問 秘書広報課（内線4023・4024）

委員の任期満了に伴い、新たに委員を募集します。
任 期 選任の日～平成 年８月７日
募集人数 ３人
応募資格
・市内に１年以上在住し、 歳以上の方で、まちづくりに関心のある方
・市職員、議員および他の付属機関の公募委員でない方
・任期中、年４回程度の会議（平日の日中）に出席可能な方
応募方法
これからの市のまちづくりに対する思いについて800字程度にまとめ、住所、
氏名、年齢、性別、職業、電話番号を記載して、持参、郵送、 または
Ｅメールにより提出してください。
応募期間 ６月 日 木 ～７月 日 火 必着
選考方法 書類により選考します（面接実施の場合あり

□申・□問 〒986‐8501（住所不要） 都市計画課（内線5627）
23‐4345 嘗

海岸の清掃活動（ビーチクリーン）を実施し、海のごみについて学びます。

と き ７月 日 土 午前 時

と こ ろ 北上町十三浜大室漁港

対 象 市内在住または市内に通勤、通学している小学生以上の方（小学校

３年生以下は保護者同伴）

定 員 人〔先着〕

申込方法 はがきに受講希望の旨、郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、年齢、

性別、職業（学校名）、電話番号を記入の上、郵送してください。

（ 、Ｅメールも可）

申込期限 ７月 日 月

□申・□問 〒986‐8501（住所不要）環境課（内線3368）

22‐6120

嘗

市内に居住する 歳以上で、健康で働く意欲のある方ならどなたでも会員に
なることができます。
と き ６月 日 水・ 日 水 午前９時
ところ シルバー人材センター（南中里三丁目14‐３）
入会時に必要なもの
年会費（3000円）、印鑑、健康保険証、七十七銀行の通帳

□問 （公社）石巻市シルバー人材センター ☎94‐3683
市商工課（内線3523）

石ノ森萬画館で初の名探偵コナン原画展を開催します。連動企画として青山

剛昌先生書き下ろしの「名探偵コナン×サイボーグ009」コラボグッズを販売

します。カフェでは特別メニューも期間限定で登場します！

と き ７月５日 水 ～ 月９日 月・祝

ところ 石ノ森萬画館２階企画展示室

料 金 大人800円、中高生500円、小学生200円、未就学児童無料（常設展示

の観覧含む）

□問 石ノ森萬画館 ☎96‐5055、市観光課（内線3537）

平成 年８月に京都府福知山市の花火大会で多数の死傷者を出す火災が発生

したことを受け、石巻川開祭実行委員会は、より一層安全なお祭りの実行に努

めています。

⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂
露店を出店予定の方は、石巻消防署予防係にあらかじめ必要書類を提出の上、

火災予防に努めてください。

〈露店からの出火防止について〉

①対象火気器具などは安全な場所に設置する

・対象火気器具など ガソリン 灯油 ＬＰＧ 炭などを使用する器具や発電

機 は 建物や可燃物から離して設置し 常に周囲の整理整頓に努める。

②対象火気器具などは安全に使用する

・対象火気器具などは転倒や落下する恐れのないように使用する。

・機器の接続などは確実に行い、劣化の進んだ物などは使用しない。

・発電機や燃料の取り扱いには十分に注意する。

③必ず消火準備をする

・火災の発生に備え、対象火気器具などの近くに消火器を備える。

※詳しくは石巻消防署予防係までご連絡ください。

□申・□問 石巻消防署予防係 ☎95‐7112

□問 石巻川開祭実行委員会火災予防部（市役所内、内線4252）
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火災が発生したら、初期消火と119番通報を

地域産業を担う会社経営者や個人事業者の経営課題の解決のため、専門家に

よる無料相談会を開催します。無料訪問相談も可能です。

と き ６月 日 水 ７月 日 水 ８月 日 木

①午前 時～正午 ②午後１時～３時

※９月以降も平成 年３月まで９回開催予定

と こ ろ 石巻ルネッサンス館１階アドバイザールーム（開成１‐35）

定 員 各時間帯につき１組、無料訪問相談も同様

申込方法 電話、 またはホームページから申し込みください。

□申・□問 「 」 ビジネスサポートセンター（石巻産業創造内）

☎98‐8782・ 93‐9397

‐

□問 市産業推進課（内線3547）

市政の課題、施策などを市民の皆さんへ報告し、市政の浸透を図るとともに、

皆さんからいただいたご意見などを市政に反映させることを目的として、町内

会（行政区）、各種団体などを対象に、市長が出席するまちづくり懇談会を実

施しています。

町内会（行政区）、各種団体の皆さんからの開催申し込みをお待ちしていま

す。申し込みにあたり調整が必要となる場合がありますので、事前にご相談ください。

□申・□問 秘書広報課（内線4023・4025）

仙台法務局は６月 日 月 から７月２日 日 までの全国一斉「子どもの人権

110番」強化週間に合わせ、時間を延長して相談電話を開設します。

と き ６月 日 月 ～ 日 金 午前８時 分～午後７時

７月１日 土 ・２日 日 午前 時～午後５時

相談内容 いじめ、体罰、児童虐待、子どもを巡るさまざまな人権問題

専用電話 ☎0120‐007‐110（通話無料）

□問 仙台法務局人権擁護部 ☎・ 022‐225‐5743

８市報 いしのまき 平成 年( 年)６月 日号 ８市報 いしのまき 平成 年( 年)６月 日号


